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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年３月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年１１月８日 ０５時５０分ごろ 

発生場所 和歌山県和歌山市田倉埼西南西方沖 

 田倉埼灯台から真方位２４９°１,５００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１５.６０′ 東経１３５°０２.７９′） 

事故調査の経過  平成２６年１１月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 第五名
みょう

城
じょう

丸、１０５トン 

   １３３２３５、名城ターグボート株式会社 

   ２７.３０ｍ×７.２０ｍ×３.３０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、８８２kＷ、平成５年１１月１日 

Ｂ バージ 名 城
みょうじょう

３０２、２,０００トン（積トン数） 

   なし、名城ターグボート株式会社 

   ５０.００ｍ×２０.００ｍ×３.００ｍ、鋼 

   機関なし、不詳 

Ｃ プレジャーボート 釣
つ

りおやじトライアングルⅡ、５トン未満 

   ２５２－１４０１３和歌山、個人所有 

   ７.９５ｍ（Lr）×２.１２ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、９５.６kＷ、昭和６１年９月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４２歳 

   四級海技士（航海）（履歴限定） 

    免 許 年 月 日 平成１０年４月７日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２５年３月１１日 

    免状有効期間満了日 平成３０年４月６日 

  航海士Ａ１ 男性 ４４歳 

   六級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１１年１１月１５日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２２年７月２９日 

    免状有効期間満了日 平成２７年７月２８日 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ５８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 
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    免許登録日  平成１６年６月２８日 

    免許証交付日 平成２５年７月１１日 

           （平成３１年６月２７日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ 死亡 １人（船長Ｃ）、軽傷 １人（同乗者Ｃ） 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷船首部船底外板に擦過痕、えい
．．

航索に擦過傷 

Ｃ 右舷外板に破口 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａ１ほか３人が乗り組み、直径約８０mm

のえい
．．

航索約５０ｍを伸出して無人で空船のＢ船をつないで引船列

（以下「Ａ船引船列」という。）を構成し、Ａ船及びＢ船にそれぞれ

法定灯火を表示した上、Ｂ船に標識灯５個を取り付けて点滅させ、自

動操舵により、関西国際空港西方沖を約７.５ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で南西進した。 

 航海士Ａ１は、平成２６年１１月８日０５時３０分ごろ、和歌山市

地
じ

ノ島東南東方沖の加太
か だ

瀬戸において、えい
．．

航索の伸出作業を行うた

め、航海士Ａ２と船橋当直を交替し、ほかの乗組員２人と共に、Ａ船

後部デッキで作業灯を点灯し、えい
．．

航索を約３５０ｍに伸出する作業

を終えた後、０５時４５分ごろ田倉埼西北西方沖において昇橋し、航

海士Ａ２と当直を交替した。 

 航海士Ａ１は、１.５海里レンジとしたレーダーと目視により見張り

を行っていたところ、田倉埼西方沖において、左舷船首方に同航する

小型漁船（以下「Ｄ船」という。）を認め、Ｄ船がＡ船の正横付近で

左に旋回して後方に下がって行き、Ｂ船と並んだことを確認した後、

ＧＰＳプロッター画面に表示している予定針路へ戻そうと南進した。 

 Ａ船引船列は、田辺港北西方沖を南東進中、１０時００分ごろ海上

保安庁からプレジャーボートとの衝突について問合せがあった後、和

歌山県和歌山下津港に向かうよう指示を受け、同港に入港後、海上保

安庁の聴取を受けた。 

 船長Ａは、後日、えい
．．

航索に付着していた塗料がＣ船の塗料と同種

であること、及びえい
．．

航索にプロペラによると思われる擦過傷があっ

たことを聞き、衝突の事実を知った。 

 Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、友人（以下「同乗者Ｃ」とい

う。）を乗せ、法定灯火を表示し、０５時１０分ごろ定係地の和歌山

市紀ノ川の係留施設を出航し、田倉埼西南西方沖の釣り場に向かっ

た。 

 Ｃ船は、船長Ｃが操縦区画後部の左舷側に立って操船を行い、同乗

者Ｃが操縦区画後部の右舷側に立ち、田倉埼南方沖を約１７～１８

km/h の速力で西北西進していた。 
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 同乗者Ｃは、エンジン音が下がって速力が落ちたので、釣り場に近

づいたと思ったところ、船尾部プロペラ付近に衝撃を感じ、約２～３

秒後、右舷側に大きな壁のようなものが見えたが、気付いたときには

転覆したＣ船の下にいた。 

 同乗者Ｃは、海面に浮上してＣ船のプロペラに掴
つか

まっていたとこ

ろ、近くを航行していた遊漁船に救助され、もう１人乗船者がいたこ

とを伝えたところ、遊漁船の釣り客が警察に本事故を通報するのを聞

き、和歌山市加太港へ運ばれた後、病院に搬送され、右手の擦過傷等

の治療を受けた。 

 船長Ｃは、転覆したＣ船の船内で発見され、救助された後、救急車

で病院に搬送されたが、死亡が確認され、溺死と検案された。 

 Ｃ船は、巡視船により和歌山下津港へえい
．．

航された後、陸揚げされ

た。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜

粋）、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船（船首部）、写真３ Ｂ船（船尾

部） 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ、潮汐 上げ潮の末期 

日出時刻：０６時２５分 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、本事故後、互いの船舶の航行経過から、本事故の発生時

刻が０５時５０分ごろであり、発生場所が、田倉埼西南西方付近であ

ることを知った。 

 航海士Ａ１及びＡ船乗組員は、衝突の衝撃を感じず、Ｂ船とＣ船が

衝突したことに気付かなかった。 

 航海士Ａ１は、約１５年の海上経験があり、約１０回本事故海域を

航行した経験を有し、また、矯正視力が右１.５、左０.８で、本事故

時、眼鏡を使用していた。 

 航海士Ａ１は、当直交替時、航海士Ａ２より加太港から漁船が多く出

漁しているので要注意との引継ぎを受けた。 

 航海士Ａ１は、Ｄ船以外には航行の支障となる船舶を認めていなか

った。 

 Ｂ船には、灯火設備がないので、舷灯、船尾灯及び標識灯が次のと

おり取り付けられていた。 

 (1) 両舷及び船尾中央部付近の甲板上に高さ約１ｍのＬＥＤ小型

船舶用船灯 

 (2) 船首中央部、両舷中央部及び両舷船尾部の甲板上に高さ約１

ｍのＬＥＤ式全周白色閃光点滅標識灯を５個 

 Ｃ船は、中央の船尾寄りに操縦区画を設け、背面に壁はなく、本事

故当時、ＧＰＳプロッターを装備していたが、レーダーはなかった。 

 同乗者Ｃは、船長Ｃ及び友人と約１０年前にプレジャーボートを共
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同所有してから一緒に釣りに行っており、ふだん、夜明け前に釣り場

に到着し、夜明け後に釣りを行っていた。 

 同乗者Ｃは、船長Ｃから、通年、月に２～３回釣りに出掛けてお

り、本事故海域を航行した経験が多数あることを聞いていた。 

 同乗者Ｃは、Ｃ船の操縦区画前面の窓ガラスが経年劣化により、霜

降り状態で見えにくい状況であったので、船長Ｃが、ふだん、操縦区

画の後部に置いた台（約３０㎝）に乗り、又は操縦区画の左舷側から

顔を出して見張りを行っているのを目撃していた。 

 同乗者Ｃは、本事故当時、風と波しぶきを避けるために操縦区画の

後部右舷側に立ち、時折、船長Ｃの見張りの補助で右舷方を見るよう

にしていた。 

 船長Ｃ及び同乗者Ｃは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ 不明 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

 Ａ船引船列は、田倉埼南西方を南進中、航海士Ａ１が、Ｄ船に意識

を向け、左舷方の見張りを適切に行っていなかったことから、接近す

るＣ船に気付かずに航行し、Ｂ船とＣ船とが衝突したものと考えられ

る。 

 航海士Ａ１は、目視及びレーダー映像でＤ船以外に航行の支障とな

る船舶を見掛けておらず、Ｄ船に意識を向けていたものと考えられ

る。 

 Ｃ船は、田倉埼南西方を西北西進中、船長Ｃが、操縦区画の後部左

舷側で立って操船していたところ、Ａ船引船列のえい
．．

航索に衝突した

後、Ｂ船の左舷側船首部と衝突したものと考えられるが、船長Ｃが本

事故で死亡したことから、見張りの状況及び衝突に至る状況を明らか

にすることはできなかった。 

 船長Ｃは、溺死した。 

 船長Ｃは、転覆したＣ船の操縦区画内で発見されたことから、船内

で溺死したものと考えられるが、溺死するに至った状況を明らかにす

ることはできなかった。 

原因  本事故は、夜間、田倉埼西南西方沖において、Ａ船引船列が南西進

中、Ｃ船が西北西進中、Ａ船引船列のＢ船とＣ船とが衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、常時適切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時：分：秒） 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn) 

05:42:28 34-16-18.0 135-03-11.8 208.0 8.3 

05:43:28 34-16-10.6 135-03-07.2 201.9 8.3 

05:44:28 34-16-03.3 135-16-03.3 206.6 7.7 

05:45:01 34-15-59.4 135-03-01.4 198.8 7.3 

05:45:28 34-15-56.2 135-03-00.2 193.4 7.4 

05:45:59 34-15-52.7 135-02-59.1 197.8 7.2 

05:46:31 34-15-49.1 135-02-57.8 192.5 7.0 

05:46:58 34-15-46.2 135-02-56.8 205.3 7.0 

05:47:28 34-15-43.2 135-02-54.7 215.1 7.2 

05:47:59 34-15-40.2 135-02-52.1 213.5 7.0 

05:48:58 34-15-34.3 135-02-47.5 209.9 7.1 

05:49:29 34-15-31.2 135-02-45.6 208.3 6.9 

05:50:00 34-15-28.1 135-02-43.9 201.5 6.6 

05:50:28 34-15-25.2 135-02-42.5 200.0 6.7 

05:51:00 34-15-21.8 135-02-41.1 192.2 6.7 

05:51:28 34-15-18.7 135-02-40.5 189.8 6.5 

05:52:28 34-15-12.3 135-02-40.2 177.4 6.4 

05:53:00 34-15-08.8 135-02-40.2 180.5 6.5 

05:53:31 34-15-05.5 135-02-40.2 178.2 6.6 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路は真方位である。 

 

写真１ Ａ船 
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写真２ Ｂ船（船首部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｂ船（船尾部） 

 

 


